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１．はじめに ―特集の趣旨―

知的財産法と行政法の交錯に関しては、従来、主
として知的財産法が権利の発生・変更・消滅や第三
者対抗要件の具備等に関して行政法的手法を採用し

ていることとの関連において議論されてきた１。し
かしながら、知的財産法は、「産業の発達」や「文化
の発展」といった法目的を有しており、特定の国家
目的の実現を目指して行われる形成的国家活動に関
する法という意味においても、行政法規としての性
格を有している２。このような性格を有する知的財
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